
1月につき500単位

　死亡日30日前～4日前　　 1日につき144単位

　死亡日前々日、前日　　　1日につき680単位

要3）135，893円

　　初日と終日を除く

　　施設で看取り介護をおこなった場合

要3）32，363円
要4）34，552円
要5）36，740円

19，500円
（1日650円）

市

民

税

非

課

税

第２段階

　死亡日45日前～31日前　　1日につき72単位

39，300円

（1日1，310円）

40，800円
（1日1，360円）

※被爆者手帳をお持ちの方は①介護サービス費は無料となります

市

民

税

非

課

税
第３段階-②

　　例）　年金120万円超の方

預貯金等）単身500万円以下、夫婦1500万円以下

11，100円
（1日370円）

40，800円
（1日1，360円）

要3）78，126円

要4）80，424円
要5）82，689円

第１段階

特別養護老人ホームかたふち村　料金表

１．介護保険利用料金
R3・8・1現在

　◎多床室（１カ月30日計算）

負担段階
①介護サービス費

（１割負担の場合）
②居住費 ③食　費 合　計

*2割負担、3割負担の利用者の介護サービス費は１割負担のそれぞれ2倍、3倍となります。

自己負担無し 0円
9，000円

（１日300円）
0～9，000円例）生活保護受給者

　　老齢福祉年金受給者

第２段階

要３）26，226円
要４）28，524円
要５）30，789円

11，100円
（1日370円）

11，700円
（1日390円）

要3）49，026円

　　例）　年金80万円以下の方

預貯金等）単身650万円以下、夫婦1650万円以下

要4）51，324円
要5）53，589円

第３段階-①
11，100円

（1日370円）
19，500円

（1日650円）

要3）56，826円

　　例）　年金80～120万円の方

預貯金等）単身550万円以下、夫婦1550万円以下

要4）59，124円
要5）61，389円

市

民

税

課

税

第４段階
25，650円

（１日855円）
43，350円

（１日1，445円）

要3）95，226円

認定要件を満たさない方
要4）97，524円
要5）99，789円

　◎ユニット型個室（1カ月30日計算）

負担段階
①介護サービス費

（１割負担の場合）
②居住費 ③食　費 合　計

24，600円
（1日820円）

11，700円
（1日390円）

　　新規入所・再入所した日から30日以内の期間

④　個別機能訓練加算
1日あたり12単位

第３段階-②
　　例）　年金120万円超の方

預貯金等）単身500万円以下、夫婦1500万円以下

第３段階-①
39，300円

（1日1，310円）

　　個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練をおこなった場合

第４段階
60，180円

（1日2，006円）

43，350円

（1日1，445円）

要3）68，663円

　　例）　年金80万円以下の方

預貯金等）単身650万円以下、夫婦1650万円以下

要4）70，852円
要5）73，040円

認定要件を満たさない方
要4）138，082円
要5）140，270円

 入所者が負担することが適当と認められる費用 要した費用の実費

③　経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）

⑤　看取り介護加算

　　食機能障害を有する入所者に経口維持計画を作成した場合

　死亡日　　　　　　　　　1日につき1，280単位

①　特別な食事・飲料代

②　健康管理費（例：インフルエンザ予防接種に係る費用等）

要3）91，163円

　　例）　年金80～120万円の方

預貯金等）単身550万円以下、夫婦1550万円以下

要4）93，352円
要5）95，540円

別途加算

市

民

税

課

税

要3）112，463円

要4）114，652円
要5）116，840円

⑤　その他
 日常生活において通常必要となる費用で

２．その他の料金

調髪のみ1，500円

１台当たり日額20円

①　初期加算（新規入所及び30日以上の入院の後再入所した場合に加算）

②　入院・外泊時加算（6日間を算定、月をまたがる場合は12日間を限度に加算）

　　 通常のメニュー以外で特別に希望される食事・飲料

③　理容代

④　電気代（私物のテレビ・冷蔵庫）
顔剃り付きは2，000円

要した費用の実費
要した費用の実費

1日あたり30単位

1日あたり246単位


